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なお、小学校等については、
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記

規定の概要

(1)自 己評価 (第 50条 )

・ ①小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、   ′

その結果を公表するものとしたこと(第 1項 )。

・ ②小学校は、自己評価を行うに当たつては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うもの

としたこと(第 2項 )。

(2)学校関係者評価(第 50条の 2)

小学校は、自己評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関

係者(当該小学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結

果を公表するよう努めるものとしたこと。

(3)評価結果の設置者への報告(第 50条の 3)

小学校は、塞己評価の結果及び学校関係者評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の

設置者に報告するものとしたこと。

(4)その他(附則等)

・ ①この省令は、改正法の施行の日から施行すること。

・ ②(1)から(3)までの規定は、専修学校及び各種学校について準用すること
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